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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側表面で接触する処理流体の腐食作用に対して耐性があるバイメタル管であって、第
一管状部品Ｅ１（１）および少なくとも第二管状部品Ｅ２（２）を含んでなり、前記第一
管状部品Ｅ１（１）が、前記内側表面に面しており、Ｚｒ、Ｔａ、ＮｂおよびＡｌまたは
前記金属の合金から選択された金属Ｍ１からなり、前記管の全長にわたって均質に伸びて
おり、前記第二管状部品Ｅ２（２）が、チタン、チタン合金および尿素等級ステンレス鋼
から選択される第二金属または合金Ｍ２からなり、前記第一管状部品の外側に円形に、前
記第一管状部品の一端に近い位置で、前記管自体の長さの３分の１未満の部分に配置され
、前記部品Ｅ１およびＥ２の表面の接触面積全体にわたって伸びる冶金学的結合によって
、前記部品Ｅ１と漏止め固定されている、バイメタル管。
【請求項２】
　前記部品Ｅ１が、ジルコニウムまたは少なくとも６０重量％のジルコニウムを含む合金
からなる、請求項１に記載のバイメタル管。
【請求項３】
　前記金属Ｍ２が、チタンまたはチタン合金から選択される、請求項１に記載のバイメタ
ル管。
【請求項４】
　前記部品Ｅ１の中央部分の厚さが１～１５ｍｍである、請求項１～３のいずれか一項に
記載のバイメタル管。
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【請求項５】
　各部品Ｅ２の長さが、前記管の全長の０．２～２０％である、請求項１～４のいずれか
一項に記載のバイメタル管。
【請求項６】
　各部品Ｅ２が、１～１５ｍｍの一様な厚さを有する、請求項１～５のいずれか一項に記
載のバイメタル管。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のバイメタル管の製造方法であって、全長にわたっ
て少なくとも一個の、前記金属Ｍ１からなる管状部品Ｅ０を含んでなる管から出発し、下
記の工程、すなわち
　ａ）Ｅ０の末端の少なくとも一方の外側表面を、第二管状部品Ｅ２を受けるのに十分な
長さに配置し、挿入座を形成する工程、
　ｂ）Ｅ０の長さの３分の１以下の長さを有する、Ｍ１とは異なり、チタン、チタン合金
および尿素等級ステンレス鋼から選択される金属Ｍ２からなる管状部品Ｅ２を、前記挿入
座の少なくとも一区分の周りにリングとして配置する工程、および
　ｃ）前記金属Ｍ１とＭ２の表面同士を、それらの間の接触表面の少なくとも一部にわた
って接合し、こうして得られるバイメタル管の周囲全体に冶金学的結合と漏止め接合部を
形成する工程
を含んでなる、方法。
【請求項８】
　工程ａ）で、０．１～２ｍｍの厚さを有する金属層を管Ｅ０の外側表面から除去する、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の管の、工業的設備で腐食性流体を処理するための
装置における使用方法。
【請求項１０】
　前記装置に挿入される熱交換用管束を製造するための、請求項９に記載の使用方法。
【請求項１１】
　腐食性の高い流体を高圧で処理するための工業的装置であって、少なくとも一個の、請
求項１～６のいずれか一項に記載のバイメタル管を含んでなり、前記バイメタル管の内側
表面が前記流体と接触する、装置。
【請求項１２】
　管束熱交換機からなる、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記バイメタル管が溶接されている管板を含んでなり、前記管板が、前記処理流体の腐
食に耐えられる少なくとも一個の金属層で被覆されている、請求項１１または１２に記載
の装置。
【請求項１４】
　腐食性流体が、管束を形成する管の内側壁と接触する、腐食性流体の処理に適当な管束
化学的装置を、修理または改良する方法であって、前記管の少なくとも一個を、請求項１
～６のいずれか一項に記載のバイメタル管で置き換えることを含んでなる、方法。
【請求項１５】
　前記装置が、チタン、チタン合金またはステンレス鋼から選択された金属で被覆された
管板を含んでなる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも一個の既存の管を取り外すこと、これによって前記管板中に形成されたキャ
ビティを洗浄すること、請求項１～６のいずれか一項に記載のバイメタル管を各キャビテ
ィに挿入すること、各管の口を、前記管が０．３～５ｃｍの距離突き出るように位置合わ
せすること、および前記管板の被覆を、各管の前記部品Ｅ２の外側表面と溶接することを
含んでなる、請求項１４または１５に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐食性バイメタル管およびその、管束装置の製造における使用に関するもの
である。
【０００２】
　より詳しくは、本発明は、接触する処理流体の腐食および／または浸食作用に対して耐
性がある金属からなり、高圧条件下および浸食性および／または腐食性が高い攻撃的な条
件下で操作する熱交換用管束装置に都合良く挿入できる構造を有するバイメタル管に関す
るものである。
【背景技術】
【０００３】
　内部で熱交換が行われる分解装置、反応器、分離装置、ボイラー、その他の装置からな
る高圧装置の構築技術は、通常、作動圧に耐え、機械的規格の最大限の安全性および持続
時間を保証することができる小型の補強体を組み立て、処理流体の入口および出口への必
要な通路を備えることを含んでなる。
【０００４】
　補強体の構築に最も広く使用される材料は、最適な機械的特性を有し、コストが比較的
低く、商業的に入手し易いことから炭素鋼である。交換表面を最大限にするために、通常
、管束を補強体の内側に挿入し、各末端に、収集または流体配分室に面した板または有孔
ドラムを有する。管束による熱交換は第二流体により行われ、その第二流体は、異なった
温度にあり、一般的に攻撃性が低く、交換機の反対側を循環し、管の外側表面と直接接触
する。
【０００５】
　攻撃性の高い流体を処理する化学的工程では、各管および管板の２つの表面の少なくと
も一方、および補強体の内側表面の少なくとも一部が該流体と直接接触し、従って、それ
らの表面は、適当な金属および／または合金からなる保護層により、十分に被覆されてい
なければならない。
【０００６】
　これらの場合の熱交換用に一般的に使用される方法および装置の幾つかが、とりわけ、
技術書である非特許文献１に記載されている。この装置の典型的な例は、尿素合成方法の
高圧サイクルに挿入されたストリッパーである。
【０００７】
　腐食および／または浸食の問題には、既存の工業的設備で様々な解決策があり、文献中
でも他の解決策が提案されている。事実、例えば硝酸や尿素の合成におけるような、腐食
性の高い流体が関与するプロセスにおける装置の内側で生じる、極度に攻撃的な条件に十
分に長い間耐えられる、多くの金属および合金がある。これらの金属の中で、鉛、チタン
、ジルコニウム、タンタル、ニオブおよびそれらの様々な等級の合金、ならびに多くのス
テンレス鋼、例えばオーステナイト系ステンレス鋼（ＡＩＳＩ　３１６Ｌ尿素等級）、タ
イプ２５／２２／２Ｃｒ／Ｎｉ／Ｍｏのステンレス鋼、オーステナイト－フェライト系ス
テンレス鋼を挙げることができる。
【０００８】
　チタンやジルコニウムのような金属は、ステンレス鋼と比較してコストが高いにも関わ
らず、それらの高い耐食性および十分な機械的特性のために、尿素や硝酸の合成に使用さ
れる高圧熱交換装置における管の製造に好ましいことが多い。特に、ジルコニウムは、接
触する処理流体の化学的腐食および浸食作用の両方に対する耐性が優れているのに対し、
チタンは、ジルコニウムの腐食と極めて類似した腐食を有するが、浸食作用に対する耐性
は低い。
【０００９】
　上記の種類の熱交換機を設計および製造する際に特殊な材料を使用する場合に、公知の
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技術で最も頻繁に直面する問題の一つは、腐食作用に露出される様々な表面間の、長期間
耐えられる漏止め(sealing)接合部を設計および製造することである。実際、溶接部は、
接合区域における金属の結晶構造に多くの欠陥があるために、常に腐食性流体の優先的な
攻撃地点である。異なった金属間の接合も、ある金属の拡散区域が別の金属中に容易に形
成されると共に、異なった化学的な力による不安定性、合金を形成する際の非相容性（例
えばチタンまたはジルコニウムと、ステンレス鋼または炭素との間の）のために、極めて
問題である。
【００１０】
　管束交換機の特別な場合、例えば尿素合成の高圧（ループ）サイクルに含まれるストリ
ッパーの場合、特に熱交換が化学的反応と関連している場合、流体の温度および組成を最
大限の制御性および再現性で配分することを目的とする装置の特定の幾何学的構造のため
に、腐食の問題に対する解決策は極めて複雑である。この場合も、腐食を防止するための
比較的有効な試みは、腐食性流体と接触する補強体の管板の表面および他の表面の適当な
被覆によりなされているが、途中で補修を行わずに稼働時間をさらに延長することができ
る装置を妥当なコストで製造することには成功していない。
【００１１】
　本出願者に譲渡されている特許文献１には、合成反応器から来る尿素溶液の高圧ストリ
ッピング操作に特に適した垂直管束装置の製造および使用が記載されている。熱交換およ
びカルバメートの分解が起こり、従って、流体の化学的および浸食攻撃が最大となる管の
内側区域における腐食を阻止するために、バイメタル管からなる、すなわちステンレス鋼
の外側部分、および該外側部分に機械的に密着しているが、溶接されてはいない、ジルコ
ニウム製の薄い（０．７～０．９ｍｍ）内側部分からなる、管束が使用されている。他方
、交換機／ストリッパーの、尿素溶液と接触する残りの部分は、通常の炭素鋼技術により
補強体で構築されており、内側が適当なステンレス鋼で被覆されている。従って、管の内
側における腐食および浸食に関連する問題は、ジルコニウムの優れた耐性により解決され
、互いに直接効率的に溶接できない特殊な鋼／ジルコニウム接合部を形成するという難点
を回避することができ、同時に、装置の製造を経済的に安価に維持することができる。
【００１２】
　この後者の技術を応用することにより得られる優れた結果にも関わらず、交換機の特定
の区域に、特にストリッパーの下側管板の周囲および対応するチャンバーに集中して、流
体の極度に攻撃的な条件下では、予測できない腐食現象がなお起こる。同じ問題は、同等
の攻撃的な条件下で作動している別の管束装置にも、時間と共に起こることがある。
【００１３】
　極端な条件下で作動している管束交換機では、高性能金属、例えばジルコニウム、ニオ
ブまたはタンタル、から一体的に製造された管を使用し、交換機の、あまり攻撃的ではな
い条件にさらされる他の表面、すなわち管板および流体を収集および配分する区域の壁表
面、は、異なった、より都合が良い、および／または容易に入手できるが、腐食および／
または浸食に関する性能は低い材料、例えばチタンまたはステンレス鋼、からなる被覆で
製造することができる。類似の状況は、既存の交換機を保守または修理する場合、すなわ
ち腐食した、または劣化した管を、本来使用されていた管よりも耐性が高い材料から製造
された新しい管で置き換え、他方、装置の、あまり劣化していない残りの表面は同じ本来
の材料を残す場合にも見られる。後者の場合、予め存在する板の構造に新しい被覆を施す
ことは、単位表面あたりの管の数が多いことに由来する処理上の困難さのために、実質的
に不可能であるので、異なった材料間に寿命の長い接続部を形成する必要性はさらに高く
なる。
【００１４】
　しかし、上記の両方の場合で、管板の保護被覆で管を漏止め(seal)接続する問題がなお
存在する。互いに小さな間隔で配置されている管を板の上に組み立てる作業に利用できる
操作空間が小さい場合、伝統的な溶接と相容れない金属同士の漏止め接合に必要になるこ
とが多い特殊な接合技術、例えば冷間溶接、固体溶接、または爆発または共押出による接
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合技術、の使用が複雑になる。
【００１５】
　特許文献２には、尿素合成用の設備でカルバミン酸アンモニウムを処理するのに適した
管束交換機が記載されているが、そこでは、管束が、腐食性流体と接触する側がジルコニ
ウムの薄い層で被覆されたチタン管からなり、チタン－チタン溶接により管板上に漏止め
固定されている。ジルコニウム層は、管の全長に伸びている必要はなく、管の、最も強い
攻撃にさらされる区域に配置することができる。該管を得る方法は、ジルコニウム層とチ
タン表面との間に冶金学的結合を形成し易い熱間溶接または鍛造を含んでなることができ
る。しかし、この特許で提案されている解決策は、大きな厚さを必要とし、従って、熱交
換の効率を下げるチタン管の機械的特性に関する限り、完全に満足できるものではない。
この問題は、チタンの熱伝導性がジルコニウムのそれよりも低いために、さらに深刻にな
る。
【００１６】
　特許文献３には、中間の管状金属部品および第二の二重層同軸管状部品を含んでなる管
で管束を製造することによる、この問題に対する異なった解決策が提案されているが、該
中間管状金属部品は、実質的に耐食性の高性能金属からなり、一端または両端に固体状態
で溶接されており、該第二の二重層同軸管状部品は、一方の層が中間部品と同じ種類の金
属から製造され、他方の層が板被覆の金属と溶接するのに適している。
【００１７】
　しかし、極めて腐食性の高い流体と接触する管を含んでなる圧力装置、特に尿素合成サ
イクルに使用する管束装置の必要性に対して、高耐久性、設計および構築の簡潔性と、そ
の結果得られるコスト低下および最も重要な安全性基準との組合せが優れた、完全に満足
できる回答は得られていない。さらに、高性能に設計された既存の管装置の保守、修復お
よび改良に関連する構造上の幾つかの問題は、部分的に未解決である。
【特許文献１】米国特許第４，８９９，８１３号明細書
【特許文献２】ヨーロッパ特許出願第１５７７６３２号明細書
【特許文献３】米国特許出願第２００６０２７６２８号明細書
【非特許文献１】"Perry's Chemical Engineering Handbook"、McGraw-Hill Book Co.,第
６版、（１９８４）、１１～１８頁
【発明の開示】
【００１８】
　独自の技術を改良するための不断の活動により、本出願者は、上記の要求およびそれに
関連する問題が、特にステンレス鋼とは異なった耐食性材料を含んでなる管を備え、特殊
な型の管形状を採用する管束装置により、十分に解決されることを見出した。
【００１９】
　そこで、本発明の第一の目的は、第一管状部品Ｅ１および少なくとも第二管状部品Ｅ２

を含んでなるバイメタル管であって、該第一管状部品Ｅ１が、内側表面と接触する処理流
体の攻撃的な作用に耐えるのに適当な、Ｚｒ、Ｔａ、ＮｂおよびＡｌまたはその合金から
選択された金属Ｍ１からなり、その長さ全体に沿って均質に伸びており、該第二管状部品
Ｅ２が、Ｍ１とは異なった第二金属または合金Ｍ２からなり、該第一管状部品の外側に円
形に、その一端に近い位置で、該管自体の長さの３分の１未満の部分に配置され、該部品
Ｅ１と漏止め固定されている、バイメタル管に関する。
【００２０】
　本発明の第二の目的は、上記のバイメタル管の製造方法であって、全長にわたって少な
くとも一個の、該金属Ｍ１からなる管状部品Ｅ０を含んでなる管から出発し、下記の工程
、すなわち
　ａ）Ｅ０の末端の少なくとも一方の外側表面を、第二管状部品Ｅ２を受けるのに十分な
長さに配置し、該管の、好ましくは初期直径よりも小さな外側直径を有する、適当な挿入
座を形成する工程、
　ｂ）Ｅ０の長さの３分の１以下の長さを有する、Ｍ１とは異なった金属Ｍ２からなる管
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状部品Ｅ２を、該挿入座の少なくとも一区分の周りにリングとして配置する工程、および
　ｃ）該金属Ｍ１とＭ２の表面同士を、該管状部品Ｅ０とＥ２との間の接触表面の少なく
とも一部にわたって接合し、こうして得られるバイメタル管の周囲全体に、漏止め接合部
、好ましくは圧力接合部を形成する工程
を含んでなる、方法に関する。
【００２１】
　本発明の別の態様は、高圧および高温条件下で、少なくとも２種類の流体間で、熱交換
を効率的に行うのに適した管束装置であって、処理条件下で高い攻撃性を有する一方の流
体が管束の管の内側壁と接触し、管束が、作動圧に耐えるのに適当な中空体または補強体
を含んでなり、該攻撃性の高い流体との接触により腐食にさらされる材料からなり、その
中央区域で管束が固定され、末端で、補強体上に蝶番で支持された２個の管板により支持
され、該腐食性流体と接触する表面上で耐食性の金属Ｍ３で被覆されており、該管束が、
少なくとも一個の本発明のバイメタル管を含んでなり、バイメタル管が、末端の少なくと
も一方が該管状部品Ｅ２の金属Ｍ２と、管板の被覆の該金属Ｍ３との間の漏止め溶接を含
んでなるように管板中に挿入されていることを特徴とする、管束装置に関する。
【００２２】
　本発明のさらに別の目的は、該装置の製造方法、およびその方法自体の、該バイメタル
管を導入することにより、既存の装置を再構成または修理するための応用に関する。
【００２３】
　本発明の他の目的は、下記の説明から当業者には明らかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　ここで特定の金属に関して使用する用語「合金」は、少なくとも４０重量％の量で該金
属を含んでなる金属系組成物を意味する。
【００２５】
　ここで特定の金属または合金の表面と接触する処理流体の作用に関して使用する用語「
腐食」および「腐食性」は、一般的には、表面を形成する材料の除去または特性の変化を
意味し、表面の化学的攻撃に由来する腐食作用、および衝撃力、摩擦および切断による物
理的な除去プロセスに由来する浸食作用の両方を含んでなる。
【００２６】
　本説明では、特定の処理条件下にある流体に対する材料に関する用語「耐食性」は、規
則ＡＳＴＭ　Ａ２６２種類Ｃ(HUEY TEST)により測定して腐食係数が０．１ｍｍ／年未満
である材料を規定する。通常の工業用材料に関する腐食係数は、当業者には公知の様々な
ハンドブックに、例えば上記の非特許文献１のカルバミン酸アンモニウムの項における表
２３－２２～２３－２４に引用されている。
【００２７】
　本説明および請求項で使用する用語「圧力(force)溶接」および「漏止め(seal)溶接」
は、規則ASME VIII Div.1 UW20に記載されている下記の定義による。
－圧力溶接は、溶接された部品の機械的特性および膨脹に由来する応力に基づき、意図す
る規定を満たすための特徴を備えた溶接である。
－漏止め溶接は、損失を回避する目的で行い、その寸法が、圧力溶接用に予め加えられた
負荷に基づいて決定されない溶接である。
【００２８】
　ここで、管状部品Ｅ１に関して使用する用語「均質」および「均質に」は、金属Ｍ１の
異なった部分間の溶接または他の漏止めもしくは圧力接合方法に由来する全ての不連続性
が無いことを意味する。この定義は、該管状部品の断面または厚さが管の様々な区域で異
なる場合があることを排除しない。
【００２９】
　ここで、互いに接合された２個の金属物体（例えば管、管状部品、金属被覆、板または
金属層から選択されたいずれか２個の物体）間の相互作用に関して使用する用語「冶金学
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的に取り付けた」は、該金属物体間に接触表面または断面が存在し、それぞれの構成成分
（同じ金属または異なった金属でよい）が、互いに直接または間接的に接合し、該金属の
少なくとも一方と同じ等級の機械的および分離耐性の特徴を有する接合部を形成すること
を意味する。この定義に従う冶金学的に取り付けられた物体の例は、それぞれの金属が、
融解ロッド、ろう付け、冷間溶接（摩擦溶接、爆発圧接）、共押出、高温引抜き加工およ
び類似の技術を使用して、または使用せずに、溶融溶接により接合されている物体である
。
【００３０】
　本発明の管は、その横方向断面で特定の形態に限定されない、従って、用途の必要性に
応じて、円形、卵形、長方形または他の形状を有することもでき、場合により不規則でも
よい。処理および設置の理由から、および最良の機械的特性を得るために、管の全長にわ
たって円形断面が好ましい。さらに、本発明の管は、縦方向で直線形態に限定されず、円
弧状、エルボまたは屈曲した形態でもよいが、製造および設置を簡単にするために、直線
形態が最も一般的に使用される。
【００３１】
　その多くの用途に対して、問題とする管の寸法は、広い限度内で変えることができる。
外側表面（通常は低、中または高圧蒸気である熱流体と接触しているマントル側）と内側
表面（腐食性流体と接触している）との間の、通常は２～３０ＭＰａである高い差圧の存
在下で最適の性能を得るには、管の内径（または断面の最大幅）は５～１５０ｍｍ、好ま
しくは１０～１００ｍｍであり、管の中央区域における、部品Ｅ２が存在しない所におけ
る管状部品Ｅ１の厚さは、Ｅ１に対して同心円状の別の管状部品が存在する場合を除いて
、好ましくは１～１５ｍｍ、より好ましくは１．５～１０ｍｍである。
【００３２】
　部品Ｅ１に好ましい金属は、腐食および浸食に対する耐性が優れており、十分に市販さ
れているので、ジルコニウムおよびニオブ、特にジルコニウムおよびその、少なくとも６
０％のＺｒを含む合金、例えばZircalloy（商品名）およびZircadyne（商品名）、である
。
【００３３】
　本発明の管は、該部品Ｅ１およびＥ２に加えて、部品Ｅ１に対して同心円状に、外側に
配置され、管の全長またはより短い長さの部分にわたって伸び、対応する層を形成する、
他の管状部品も含んでなることができる。この場合、管状部品Ｅ１は、厚さが１ｍｍ未満
でもよく、例えば０．３～５ｍｍでよい。この場合、金属Ｍ１により形成される部品Ｅ１

の周りに、Ｍ１と一体的で、隣接する、管状形態を有する一個以上の層があり、該層は、
例えば第三の金属または合金（例えばステンレス鋼）からなり、差圧に耐えるのに適して
いるが、安価であり、金属Ｍ１に冶金学的に取り付けることができるか、または単純にそ
れと接触し、Ｅ１が圧力により支持される構造を形成する。該一個以上の追加層の金属は
、好ましくは金属Ｍ２に関して上に記載する金属に含まれる金属または合金から選択され
、管状部品Ｅ２を形成する金属と同じ金属である必要はないが、該第三の金属が、冶金学
的に取り付けられた溶接部または金属Ｍ２との接合部を形成するのが好ましい。
【００３４】
　本発明の幾つかの重なり合った管状部品を含む多相管の例を図３に図式的に示すが、こ
れに限定するものではない。この場合、別の管状部品が部品Ｅ２に隣接し、管の長さの中
央部分に伸びているが、本発明には、別の管状部品がＥ１の全長に伸び、部品Ｅ２が管の
末端で挿入され、該別の管状部品の表面上に円形に配置される解決策も含まれる。
【００３５】
　本発明の管の長さは、それを使用する装置の寸法に関連して、広い限度内で変えること
ができる。一般的に、長さは少なくとも直径の５倍を超え、好ましくは１～２０メートル
、より好ましくは２～１０メートルである。第一管状部品Ｅ１は管の全長にわたって伸び
ているのに対し、第二管状部品Ｅ２は一方または両方の末端またはこれらの近くに向かっ
て、好ましくは全長の０．２～２０％、より好ましくは１～１０％にわたって伸びている
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。
【００３６】
　Ｅ２の厚さは、機械的特性およびその使用に計画された操作条件に関連して都合良く選
択することができる。通常の厚さは１～１５ｍｍ、好ましくは２～１０ｍｍでよい。
【００３７】
　該部品Ｅ２は、Ｍ１とは異なった金属または合金Ｍ２からなり、バイメタル管が含まれ
る装置の構成部品に応じて適当に選択される。一般的に、Ｍ２は、管の接続部に近い、腐
食性流体と接触する区域で、装置の保護被覆との溶接に相容性がある金属または合金から
選択するのが有利である。例えば尿素用ストリッパー型の交換の場合、該金属Ｍ２は、ス
トリッパーの分配および収集チャンバーの被覆を形成する金属との関係で、好ましくはチ
タンまたはその合金の一種、またはステンレス鋼尿素等級から選択する。これらの金属材
料の典型的な例は、チタンおよびその関連合金に加えて、AISI 316L鋼（尿素等級）、INO
X 25/22/2Ｃｒ／Ｎｉ／Ｍｏ鋼、特殊なオーステナイト－フェライト系鋼である。
【００３８】
　特に好ましいＭ２金属は、チタンおよびその、カルバミン酸アンモニウムによる腐食に
対して耐性がある合金である。
【００３９】
　本発明により、以下により詳細に説明するように、該部品Ｅ２は、熱交換機中の管板の
被覆と都合良く漏止め溶接することができる。この分野で一般的に使用されるように、該
溶接は、好ましくは板上の管の、差圧に由来する機械的応力に対して耐性がある圧力取り
付け区域も形成する。交換機の使用およびその構造に関連して、部品Ｅ２は、その末端の
一方が管の末端と一致するように都合良く配置することができるか、または管の口に近い
位置で部品Ｅ１の周りに、管が部品Ｅ１のみからなるように、円形に挿入することができ
る（図１Ｂにおける部品３のように）。
【００４０】
　好ましい実施態様では、該部品Ｅ２は、バイメタル管の末端区域全長にわたって均質に
伸び、その末端まで連続層を形成する。
【００４１】
　本発明の別の実施態様では、該部品Ｅ２は、部品Ｅ１の長さを越えて短い距離、好まし
くは０．１～１５ｃｍ、突き出ることができる。
【００４２】
　その上、部品Ｅ２は、管板上で可能な漏止め溶接のための、より広い、支持接合表面を
形成するために、中央区域におけるバイメタル管の外径より大きい外径を有することもで
きる。該部品Ｅ２は、好ましくはそれぞれの支持体上、例えば熱交換機または分解装置の
管板上にバイメタル管を溶接するためのベースを形成するのに十分な厚さ０．５～８ｍｍ
、より好ましくは１～４ｍｍを有する。
【００４３】
　特に好ましい実施態様では、本発明の管は、純粋なジルコニウムまたは少なくとも６０
％のジルコニウムを含む合金から製造された管状部品Ｅ１、および少なくとも一個の、チ
タンまたはその合金から製造された管状部品Ｅ２を含んでなり、管状部品Ｅ２は、管の一
端に近い所でＥ１の周りに円形に配置され、そこに接触表面上で冶金学的に漏止め様式で
、および好ましくは圧力様式で取り付けられ、少なくとも管の口に最も近い区域で溶接さ
れる。
【００４４】
　特に好ましい実施態様では、該バイメタル管が、同じまたは異なった材料からなる２個
の、それぞれ管自体の末端の一方の近くに配置された管状部品Ｅ２を含んでなる。この配
置は、両方の管板が、バイメタル管の内側壁を形成するのに使用されるＭ１の定義に含ま
れる金属または合金とは異なった金属被覆Ｍ３を含んでなる、管束交換機の製造に好都合
である。
【００４５】
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　本発明の管は、それぞれの場合に当業者により適宜採用される通常の冶金学的技術によ
り製造することができる。しかし、ここで本出願者は、上にすでに記載したように本発明
の第二の目的を構成する、該管を製造するための特別な、独特の、効率的な方法を見出し
た。
【００４６】
　該方法の工程（ａ）で、管の外側表面の、一端または両端に配置された区分を、金属Ｍ

２からなる第二管状部品Ｅ２を収容できるようにするための処理にかける。この処理は、
問題とする区分の表面を洗浄し、部品Ｅ２の表面との効率的な密着性得ることからなる、
または例えば摩耗または研削により、表面から金属の薄い層を除去し、本来の直径よりも
小さな、好ましくは０．１～２ｍｍ小さな直径（または、管が円形ではない場合、相当す
る寸法）を有する、部品Ｅ２を収容し易い挿入座を得るための処理を含むことができる。
適当な洗浄および摩耗技術は、この分野でＭ１型の金属に通常公知の技術である。
【００４７】
　表面調製技術は、管の、部品Ｅ２の寸法および関連する組立技術に適当な長さを有する
区分に対して行う。一般的に、バイメタル管においてＥ１とＥ２との間の重なり程度より
１～２０ｍｍ大きい長さを有する挿入座を調製するのが好ましい。
【００４８】
　本製造方法の工程（ｂ）では、工程（ａ）により調製した挿入座の上に管状部品Ｅ２を
配置する。部品Ｅ２は、この目的には、予備形成されている場合、応力または圧縮下で行
う場合に挿入工程に続いて起こることがある小さな変形を除いて、挿入座の直径に対応す
る内径を有する。
【００４９】
　続く工程（ｃ）では、互いに接触する部品Ｅ１およびＥ２の表面を処理し、全表面周辺
部に作用する軸方向応力を支持し、冶金学的結合を形成することができる、漏止め接合部
を得る。この接続は、Ｍ１型と金属をＭ２型の金属、例えばＴｉとＺｒ、またはＡｌとＺ
ｒ、等、を溶接するための公知の技術を使用して、溶接により行うか、または爆発（通常
の英語の用語、いわゆる「爆発結合」）により、真空および／または高温引抜き加工によ
り、もしくは別の、異なった金属の密着および接続技術により、行い、２個の部品Ｅ１と
Ｅ２の表面間に冶金学的結合を形成し、それによって、冶金学的管の操作条件下で適当な
漏止め効果を保証することができる。本発明では、必要ではないにしても、接続区域（す
なわちＭ１とＭ２の表面が漏止め密着される区域）は、可能な最大限の表面上に伸びるの
が好ましく、Ｍ１とＭ２の間の接触および重なり区域全体に一致するのがより好ましい。
【００５０】
　該方法の特別な実施態様では、本発明のバイメタル管は、（ａ）で調製された挿入区域
に金属Ｍ２を溶接堆積させ、続いて必要な仕上げ操作を行うことにより、製造することが
できる。この変形により、本発明の該方法の工程（ｂ）および（ｃ）を同時に行うことが
できる。
【００５１】
　当業者は、この分野における知識を所望の実施態様に採用することにより、上記方法の
他の変形および該バイメタル管の他の製造方法を行うことができる。これには、作動長よ
り大きい長さを有するバイメタル管を製造し、続いて過剰部分を除去することが含まれる
。
【００５２】
　本発明の別の態様により、該バイメタル管は、部品Ｔ１およびＴ２を互いに取り付け、
好ましくは、円筒形ではなく、切りつめた円錐形輪郭を有する接触表面に沿って冶金学的
結合を形成するように製造する。この場合、該バイメタル管の製造に関して特許権請求す
る方法の工程（ａ）は、例えば研削により、切りつめた円錐形状を有するＥ０の上に、好
ましくは長さ２０～５０ｍｍの挿入座を形成し、Ｅ０の直径を漸進的に、連続的に、合計
０．５～６ｍｍ、好ましくは１～３ｍｍ縮小させることを含んでなる。次いで、Ｅ０の表
面に適合させ、取り付けるために、内側表面を対応して切りつめた円錐形状を有する部品
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Ｅ２を、本方法のそれぞれの工程（ｂ）および（ｃ）により、該円錐形座の上に重ね合わ
せ、固定する。
【００５３】
　本発明の管は、その本来の、管の末端と装置の、該管が現れる少なくとも一部にある腐
食防止層との間に漏止め接続を形成し、同時に、その全長にわたって処理流体の腐食／浸
食に対する高い耐性を維持することができる有利な特徴により、幾つかの工業的化学的プ
ロセスに使用できるが、これは、非常に高い性能を有する材料からなり、接合区域、また
はいずれの場合も、腐食性流体と接触するように調製された表面上の不均質性、が存在し
ない、一体的な管状部品Ｅ１が、Ｅ１に冶金学的に結合した、出口支持体、例えば管板、
上に漏止め挿入されるように調製された部品Ｅ２と接続されており、全体として、標準的
な処理条件下で耐食性である組立構造を形成するためである。
【００５４】
　従って、本発明の管は、例えば腐食性流体が加圧下で流れる装置間の接続ラインとして
、あるいは、好ましくは中～高圧下で腐食性流体を処理するのに適した熱交換機の管束を
製造するために、使用できる。特に好ましい用途は、互いに接触する幾つかの相が形成さ
れ、化学反応または相転移も内部で起こり、酸化性化学的攻撃による腐食作用および乱流
と壁に対する摩擦による浸食作用の両方が著しい熱交換機の製造である。この種の装置に
は、尿素合成用設備におけるカルバメートストリッパーが含まれる。
【００５５】
　この後者の装置は、通常１～４０ＭＰａおよび温度７０～３００℃で、水、アンモニア
、二酸化炭素およびカルバミン酸アンモニウムを含む混合物の存在下で操作し、カルバミ
ン酸アンモニウムは、該化合物の、下記の反応による縮合生成物である。
　　　［２ＮＨ３ ＋ＣＯ２＋ｎＨ２Ｏ→ＮＨ４ＯＣＯＮＨ２・ｎＨ２Ｏ］
【００５６】
　操作条件は、好ましくは圧力１２～２５ＭＰａおよび温度１２０～２４０℃である。
【００５７】
　本発明が特に関連する、尿素を製造するための通常の工業的設備では、中または高圧部
分に含まれる上記の装置は、通常２，０００～１００，０００リットルの容積を含む。
【００５８】
　従って、本発明の別の目的は、２種類の流体間で熱交換させるための一連の管を含んで
なり、該管の内壁が、通常のステンレス鋼に対する高い腐食性（腐食係数＞０．２ｍｍ／
年）を特徴とする流体と接触するのに適している装置（管束熱交換機）であって、少なく
とも一個、好ましくは該管の一部が本発明の請求項１に記載するバイメタル管からなるこ
とを特徴とする装置に関連する。より好ましくは、該管の全てが、本発明のバイメタル管
である。
【００５９】
　本発明の圧力装置は、それを使用する機能に応じて、内部および外部の両方で様々な幾
何学的形態を有することができる。この装置は、高または中圧用管束熱交換機の典型的な
基準に従って構築するのが好ましい。従って、この装置は、通常円筒形を有し、圧力をよ
り効果的に配分するために、シリンダーの末端に２個の半球状キャップ（ヘッド）を含む
。半球状キャップ中および円筒形本体に沿って、流体の入口および出口、可能なセンサー
を導入するための開口部および検査用の開口部（マンホール）を適宜を設ける。用途に応
じて、装置は水平または垂直に向けることができ、上記の尿素プロセスのストリッパーの
場合には後者である。
【００６０】
　圧力の作用をほとんど全体で支持する装置の外壁は、機械的性能が高い金属または合金
、通常は炭素鋼、から製造された、補強体とも呼ばれる、耐えるべき圧力に対して厚さが
計算されている、通常は２０～３５０ｍｍの厚い外被からなる。高圧交換機では、外壁は
、効果的に耐えるべき圧力に応じて、適宜異なった厚さを有することができる。通常、圧
力０．２～５ＭＰａの飽和蒸気と接触する中央の円筒形区域は、好ましくは厚さが２０～
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１００ｍｍであるのに対し、処理流体の高い圧力を支持する必要があるキャップおよびこ
れに近いシリンダーの壁は、それに比例して大きい厚さ、好ましくは８０～３００ｍｍを
有する。外側壁は、公知の技術のいずれかにより組み立てられた、炭素鋼の単層または数
層からなることができる。
【００６１】
　一連の管、または管束を含んでなる区域は、装置の内側で区別することができ、通常、
互いに平行に区分され、装置の主軸に対して横方向に適宜配置された２個の隔壁または板
の上に挿入され、差圧に耐えるのに適した、通常は厚さが４０～５００ｍｍの炭素鋼から
製造された平らな部品も含む。最も一般的な場合、２個の板のそれぞれが２個のキャップ
の一方の近くに配置され、中央の容積を限定し、実質的に円筒形の幾何学的構造を有する
。各板は、溶接により円形壁上に漏止め固定されているので、連続的なキャビティ間で物
質の交換は生じない。あるいは、管束は、Ｕ字形に湾曲し、同じ板に接続され、その板上
で、隔壁により分離されているが、実質的に同じ圧力にある、流体の入口および出口区域
を限定することができる。
【００６２】
　本発明の管束装置目的では、一連の管が２個の管板または同じ板の部分の間で固定され
、これらの板には適当な孔が開いており、管の末端にある２個のキャビティ間で流体を通
過させることができる。第二流体、通常は水／蒸気混合物、が、中間のキャビティ中を、
通常はマントル側で、循環し、管壁を通して熱交換を行う。
【００６３】
　該管の数は、意図する規格によって異なるが、通常は、最少２から、大型の装置では約
１００００である。好ましくは１００～６０００本の管があり、それらの直径は、１０～
１００ｍｍである。管の長さは、通常、装置の中央本体の長さと一致し、好ましくは１～
２０ｍであり、管の形態は、一般的には直線的であるが、湾曲した、またはドーナツ形部
分も含まれ、厚さは、支持すべき負荷および直径に応じて２～２５ｍｍで変えることがで
きる。中間隔壁（じゃま板とも呼ばれる）を中間キャビティ中に配置し、管を支持するこ
とができる。これらの隔壁は、通常、炭素鋼から製造され、圧力の作用を支持する必要が
ないので、厚さが数ミリメートルである。
【００６４】
　本発明の好ましい態様では、該熱交換装置のすべての管が本発明のバイメタル管である
。
【００６５】
　高い腐食性を特徴とする処理流体、例えばカルバメートと尿素の水溶液、は装置の末端
に位置するキャップの内側にあり、該管の内側を流れ、高圧流体を形成する。飽和水蒸気
は、通常、中間キャビティの中に圧力０．２～５ＭＰａで供給され、この水蒸気が、凝縮
により、例えばカルバメートの分解に必要な量の熱を放出する。
【００６６】
　問題の装置では、バイメタル管が管板上に都合良く圧力溶接され、必要な機械的および
漏止め安定性を確保する。管板は、通常、管を通すための孔が開いている炭素鋼の厚い層
または数層、および処理流体と接触する側にある一個以上の耐食性被覆層からなる。該耐
食性層の少なくとも一個は、好ましくは、本発明の管の部品Ｅ２を形成する金属または合
金と相容性がある金属または合金からなる、すなわち該耐食性層の少なくとも一個は、該
金属または合金と、十分な機械的特性および耐食性を備えた溶接または漏止め接続部を形
成することができる。
【００６７】
　例えば、管板は、管束の片側または両側で、場合により爆発結合によりステンレス鋼の
中間層に固定された、チタンまたはチタン合金の層で被覆されている。該層は、表面上の
出口に近い所で、各バイメタル管の部品Ｅ２と圧力および漏止め溶接され、所望によりＥ

２の短い部分、例えば１～５ｃｍ、が板の表面から突き出る。耐食性層の厚さは、十分な
期間腐食に耐えるように適当に選択され、好ましくは２～２０ｍｍ、より好ましくは３～
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１５ｍｍである。
【００６８】
　板の耐食性層と管の末端との間の溶接を行うのに適当な技術は、一般的に当業者には公
知である。これらの技術は、特殊であるが、チタンまたはチタン合金から製造された部品
の接合に良く知られている。
【００６９】
　本発明のバイメタル管は、既存の熱交換機における管束の管を、全部または一部置き換
えるのに有利に使用できる。
【００７０】
　本発明の別の実施態様により、問題とする管は、工業的設備に一般的に適用される通常
の保守または近代化（または更新）の際に、既存の熱交換機における管束の一個以上の管
を置き換えるのに都合良く使用できる。該更新作業により、何らかの理由で最早機能しな
い、および／または最早十分に一体的ではない（例えば腐食により薄くなっているか、ま
たは孔が開いているために、寿命が来ている）既存の管を置き換えることにより、交換機
の機能性を回復すること、および耐性の低い材料で製造された既存の管を置き換えること
により、装置の性能および安全性を改良すること、の二重の目的を達成することができる
。
【００７１】
　従って、本発明の別の目的は、腐食性流体が、管束を形成する管の内側部分と接触する
、腐食性流体処理に適当な管束化学的装置を、該管の少なくとも一個を本発明のバイメタ
ル管で置き換えることにより、修理すること、またはその性能を改良することに関する。
【００７２】
　該保守または近代化を行う装置は、管板がチタンまたはチタン合金の一種で被覆されて
いる熱交換機、より好ましくは尿素合成サイクルのストリッパーである。好ましい実施態
様では、本発明の方法は、少なくとも一個の既存の管を取り外すこと、これによって形成
されたキャビティを洗浄および穿孔(boring)すること、適当な長さを有する本発明のバイ
メタル管を各キャビティに挿入すること、各管の口を、通常０．３～５ｃｍの短い部分が
突き出るように位置合わせすること、最後に管板の被覆を、各管の部品Ｅ２の外側表面と
溶接することを含んでなる。
【００７３】
　添付の図面は、本発明の実施態様の代表的な、非限定的な例を示す。これらの図で、同
じ機能を有する部品は同じ番号で示す。
【００７４】
　図１は、本発明の管の、
　（Ａ）部品Ｅ２が一端にのみ配置された、および
　（Ｂ）部品Ｅ２が、各端部で、管の末端口まで（上）、および僅かに後退した位置に配
置され、均質に部品Ｅ１の金属Ｍ１からなる部分が突き出ている（下）
２個の縦方向断面を図式的に示す。
【００７５】
　図２は、本発明の管を管板上で挿入した断面の、
　（Ａ）部品Ｅ２が、管の末端区域で、板の被覆との溶接部に近い所に配置された、およ
び
　（Ｂ）部品Ｅ２が、管板の厚さを越えて、管の軸に沿って外側部分に伸びる
二つの例を図式的に詳細に示す。
【００７６】
　図３は、図２の細部と類似の、ただし、末端間の中間部分で、異なった金属の２個の同
心円層からなり、最も内側が管状部品Ｅ２である、本発明の管に関連する。
【００７７】
　非常に簡潔に、明瞭に説明するために、図に示す様々な部品間の比率は、実際の値には
対応していない。
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【００７８】
　本発明の管および設置を例示する非限定的な例に関連する下記の説明では、図の向きお
よび説明する様々な部品の相対的な位置は、本発明の実用的な実施態様で説明する目的の
配置を代表するものでも、制限するものでもない。
【００７９】
　図１（Ａ）に関して、本発明のバイメタル管は、円筒形を有し、管の全長に伸びる、上
記の金属Ｍ１、好ましくはジルコニウムまたはその合金の一種、からなる、均質で連続的
な管状部品１を含んでなる。通常の管製造技術の一つにより得られる、内側壁と接触する
流体の腐食性に対して望ましい耐性を与えることに加えて、高圧に耐えるのに適した該部
品は、流体を収容し、管の長さの大部分にわたって圧力を完全に支える機能を発揮し、従
って、処理圧力に対して十分な厚さで製造される。該バイメタル管の上側部分では、部品
１の壁の断面の厚さは、管全体の２～１０％長さにわたって窪んでおり、外側表面上で、
金属Ｍ２、好ましくはチタンまたはその合金の一種、からなる第二の管状部品２を同心円
状に受け容れるようになっている。金属Ｍ１およびＭ２、特にジルコニウムおよびチタン
、は、部品１と２の間の接触表面上で、冶金学的漏止め結合される。２個の部品１および
２は、管（Ａ）の上側の口に関する限り、同心円状に配置されている。部品２の、この場
合管の内圧に耐える(contrasting)のに部分的に寄与する厚さは、好ましくは１の厚さの
２０～５０％である。
【００８０】
　図（Ｂ）に関して、バイメタル管は、円筒形を有し、管の全長に伸びる、金属Ｍ１から
なる、均質で連続的な管状部品１を含んでなり、その上側部分には、図１（Ａ）に示すも
のと類似の、金属Ｍ２からなる第二の管状部品２がある。該管の下側部分で、部品１は、
外側表面が、好ましくは管全体の２～１０％の長さにわたるキャビティを含んでなるよう
な形状を有し、該キャビティは、部品１の、管の口まで約０．５～３％にわたる小さな最
終部分が、管の中央部分と変わらないように作られている。チタンまたはその合金の一種
から製造された管状部品３が、該キャビティ中に部品１と同心円状に配置され、好ましく
は上記の技術の一つにより、冶金学的に部品１に取り付けられている。
【００８１】
　図２（Ａ）に関して、本発明のバイメタル管を、その一部だけを示す、金属Ｍ１から製
造された管状部品１、管の末端部分に配置された、金属Ｍ２から製造された部品２、およ
び管自体により限定される、流体を通すためのダクト４の組合せにより示す。該管は、腐
食性の高い流体を圧力下で処理する典型的な熱交換機、例えば尿素の工業的合成における
カルバミン酸アンモニウムのストリッパー、の管板からなる支持体上に固定される。この
場合、管板５は、圧力作用に耐えるのに適当な大きな厚さを有する補強体、通常は炭素鋼
から製造された有孔シート、および溶接または他の方法により、好ましくはＭ２と長期間
持続する漏止め接続を形成するための、耐腐食金属からなる耐食性被覆６を含んでなる。
図２（Ａ）に示す例では、この分野で、例えばＷＯ０３／０９５０６０から公知の内容に
より、必要であれば幾つかの金属層も含んでなることができる被覆６は、バイメタル管の
出口の外側に存在する管状部品２の上に、好ましくは溶接された接合部７により、漏止め
および圧力様式で取り付ける。
【００８２】
　図２（Ａ）に示す例の様々な変形が可能であり、全て等しく本発明の範囲内に入り、公
知の技術を応用する当業者には明らかであるので、図には示していない。例えば、板およ
び他の部品中に、装置の安全性を改善するのに適当な一個以上ののぞき孔を設けることが
できる。
【００８３】
　図２（Ｂ）は、図２（Ａ）の変形を示すが、そこでは本発明の管の管状部品Ｅ２（図で
はやはり２で示す）が、管板５の厚さを越えて伸びているので、管板５が外側層の金属Ｍ
とのみ接触する。
【００８４】
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　図２（Ａ）および２（Ｂ）に示す技術解決策を含んでなる管束交換機では、金属Ｍ２の
部品Ｅ２が、部品Ｅ１との接続技術により、各管上に配置されるので、管と管板の漏止め
接続を、類似の、溶接と相容性がある金属間で行うことができ、これは、管板上に挿入す
る前に管上に直接行うことができ、この型の圧力装置に考えられる厳格な安全性必要条件
を十分に満足する。
【００８５】
　このように、金属Ｍ１ と板の被覆を形成する金属との間の接続を行う必要がないので
、該金属を互いにが簡単に溶接できないか、または各金属の耐食性よりも低い耐食性を有
する溶接部を形成する場合に、交換機の製造がはるかに容易に、より経済的になる。本発
明により、管の空間密度が高く（平均で相互の間隔が３～５ｃｍ）、装置の全体的な寸法
のために伝統的な溶接と異なった技術を使用できない場合に、管板に典型的な障害物と限
られた操作空間による欠点を生じることなく、環境中で、適当な装置により、Ｅ１とＥ２

との間の接続を実際、上記の技術により容易に行うことができる。
【００８６】
　図３は、図１に示すものと同じ型のアセンブリーの、別の変形を示す。しかし、この場
合に観察される、本発明の管状部品Ｅ１に対応する、連続的で、均質な管状部品１は、厚
さが前の場合の厚さより小さく、従って、末端間のほとんどの部分で、全長の８０～９５
％にわたって、Ｍ１より経済的で、容易に入手できる、良好な機械的特性を有するが、耐
食性は低い金属または合金からなる管８の内側に挿入するのが好ましい。末端に近い区域
では、該管８は、図２に関して上に記載した手順により、Ｍ２からなる管状部品２で置き
換えられている。部品２および部品８の金属は、好ましくは相互の接触区域で、この場合
特別な耐食性を必要としない、通常、加圧蒸気と接触する接続部を形成する。
【００８７】
　図を簡潔にするために、図２（Ａ）、２（Ｂ）および３は、管末端の、管板の中に挿入
した区域の一方だけを図式的に示し、管板の反対側にある管の図も同様である。
【００８８】
　当業者は、本発明の上記と異なる実施態様を、様々な応用上の必要条件を取り入れて行
うことができ、いずれの場合も、これらの実施態様は、請求項の範囲内に入る明らかな変
形である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の管の２個の縦方向断面を図式的に示す図。
【図２】本発明の管を管板上で挿入した断面の二つの例を図式的に詳細に示す図。
【図３】図２と類似の、ただし、末端間の中間部分で、異なった金属の２個の同心円層か
らなり、最も内側が管状部品Ｅ２である、本発明の管を示す図。
【符号の説明】
【００９０】
１　管状部品
２　金属Ｍ２から製造された部品
３　管状部品
４　ダクト
５　管板
６　耐食性被覆
７　接合部
８　管
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【図３】



(16) JP 5124753 B2 2013.1.23

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ２３Ｋ 101/06     (2006.01)           Ｃ０７Ｃ 269/00    　　　　          　　　　　
   Ｂ２３Ｋ 101/14     (2006.01)           Ｂ２３Ｋ 101:06    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｂ２３Ｋ 101:14    　　　　          　　　　　

(74)代理人  100075812
            弁理士　吉武　賢次
(74)代理人  100094640
            弁理士　紺野　昭男
(72)発明者  アレッサンドロ、ジャーナッツァ
            イタリア国ミラノ、レニャーノ、ビアレ、カドルナ、９２
(72)発明者  ルカ、マイラノ
            イタリア国ミラノ、ビア、ビジェバノ、４１
(72)発明者  ジュゼッペ、メレリ
            イタリア国ベルガモ、ベルトバ、ビア、サン、ロッコ、３９
(72)発明者  ドメニコ、サンフィリッポ
            イタリア国ミラノ、パウロ、ビア、サルボ、ダキスト、４

    審査官  渡邉　洋

(56)参考文献  特開平０６－０１５３５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２５７３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２２４４２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１７７９６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－２１０１６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５１－０４２１５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－００７６１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１０－５０５７９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５０８１００（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０２０３８１（ＷＯ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０１５７７６３２（ＥＰ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｌ　　　９／０２　　　　
              Ｂ２１Ｃ　　３７／０６　　　　
              Ｂ２３Ｋ　　　９／００　　　　
              Ｂ２３Ｋ　１０１／０６　　　　
              Ｂ２３Ｋ　１０１／１４　　　　
              Ｃ０７Ｃ　２６９／００　　　　
              Ｃ０７Ｃ　２７１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

